
市における類似事業 　なし

近隣・同等規模等の
都市の状況

　地域福祉文化交流センターは大津市独自の取組み。

　市民

受け皿の存在

　なし民
間
委
託 　社会福祉協議会

　なし

28601 28798 28700 ー

委託の現状

こ
れ
ま
で
の
成
果

将来の動向

対
象
者
の
状
況

対象者名

成果の内容

Ｈ21見込 目標値（H　　　　）

人
対象者の推移

単位 Ｈ19実績 Ｈ20実績

廃止したときの影響 　手助けを必要とする生活困難層への対応が途切れる。

国、県の補助金の
動向

21,384 15,065 13,852

Ｈ20実績

　なし

100

Ｈ21見込

4.5

活動指標名

指標の推移

成果指標名

指標の推移
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事業概要・施設概要

（補助金の場合は、
補助率・算出根拠・
限度額、対象者など）

　「住民の自主的な福祉活動及び文化活動に対する指導・助言に関すること。住
民の生活上の諸問題の相談に関すること。人権啓発に関すること。隣保館活動に
関すること。その他地域における住民の福祉活動及び文化活動に関すること。」を
市内５箇所の地域福祉文化交流センターで実施している。しかし、近年では地域
により状況も異なってきていることから、それぞれの実情に見合った効果的な運営
を図るため、平成２３年度を目途に今年度に検討委員会を設置し、市民の理解と
共感が得られるよう、本市独自の方針で各会館の運営方針を検討していくことと
し、この機会に隣保館運営の補助金である地方改善事業費補助金を受給しないこ
ととした。

事業目的・事業の位
置づけ（首長公約、マ
ニフェスト、総合計
画、緊急度など）

　住民の交流を促進し、地域における自主的な福祉活動及び文化活動の
推進を図ることを目的とする。なお、首長公約・マニフェストなどには位置づ
けていない。

700 ー

　会館利用回数

　会館が地域福祉の推進にどれだけ貢献することができたか。

目標値（H　　　　）

ー

単位 Ｈ19実績 Ｈ20実績 Ｈ21見込 目標値（H　　　　）

単位

　各種相談件数

Ｈ21見込

回

545 835

Ｈ19実績 Ｈ20実績

件

対象者あたり一般財源充当額 95 50 116

Ｈ19実績 Ｈ20実績 Ｈ21見込

　　　使用料・手数料 15

平成９年度 継続～

地域福祉文化交流センター管理運営事業 直営事業種別事業名称

事業期間

　社会福祉法　第2種社会福祉事業

根拠条例 　大津市地域福祉文化交流センター条例

政策調整部　人権啓発課

記入者 　副参事　吉田　泰之

事業の経緯

　昭和34年に当時の社会福祉事業法に基づく隣保館を建設し、市内にあわせて５
館を建設した。その後、地域総合センター条例を経て平成9年に現在の地域福祉
文化交流センター条例を制定し、福祉ブロックを中心とした社会福祉活動の中で、
同和問題の課題解決を図るとともに、一般施策の地域福祉活動や人権啓発活動
に取り組んできた。その後、同和対策の法律が失効した後も一般施策に工夫を加
えて取組を進めてきた。

　【収入】　　　　　　　　　　　　　千円

　　　国支出金　（補助率　　　　　　）

　　　県支出金　（補助率　　　3/4　） 37,665 40,315

　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

収入合計 37,680 40,328

3.5

　【支出】　　　　　　　　　　　　　千円 Ｈ19実績 Ｈ20実績

人件費
12.0 13.0

正規職員
従事人数（人）

人件費

　　　事業費（予算・決算）

臨時・嘱託・
再雇用職員 人件費

従事人数（人）

45

50

92

29,400

38,264

Ｈ21見込

事業費

70

13.0

81,502

皇子が丘市民会館　地域福祉講座他
２件

3.5

37,350 29,400

30,694 37,562

82,027 81,516

下龍華会館　交流促進講座他４件

昭和会館　地域づくり講座他３件

Ｈ19実績

坂本市民会館　開館５０周年記念講演
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他３件

田上会館　地域福祉講座他２件

51,748 41,699

　【収支】　　　　　　　　　　　　　千円

支出合計 89,428

根拠法令

その他特記事項（事
業仕分けにかけたい
理由、議論して欲し
い点、留意事項な
ど）

一般財源充当額

主な事業費
(H21見込）

事業名称 事業概要

地域福祉講座・人権
啓発講座等の開催

事　業　概　要　シ　ー　ト　（■事務事業　　□補助金等事業）事　業　概　要　シ　ー　ト　（■事務事業　　□補助金等事業）事　業　概　要　シ　ー　ト　（■事務事業　　□補助金等事業）事　業　概　要　シ　ー　ト　（■事務事業　　□補助金等事業）

　留意事項として、現在の条例に改正されてから12年が経過した。近年では、地域により状
況も異なってきていることから、それぞれの実情に見合った効果的な運営を図るために、検
討委員会を発足させる。

事務事業№

必須業務の有無 　なし

17

2502 2678 2600

担当部課


